
別表１　基準報酬額表１　（一般事務（技術）、専門事務（技術）、研究職に従事する者）

（令和6年10月１日以降適用）

３年未満
３年以上
６年未満

６年以上
９年未満

９年以上
12年未満

12年以上

月額 146,000 146,000 155,000 164,800 170,000

日額 9,010 9,010 9,560 10,160 10,480

時間額 1,162 1,162 1,233 1,311 1,353

月額 170,300 179,500 192,100 200,400 206,100

日額 10,500 11,070 11,850 12,360 12,710

時間額 1,355 1,429 1,529 1,594 1,640

月額 162,500 171,800 177,500 185,100 189,600

日額 10,020 10,600 10,950 11,420 11,690

時間額 1,293 1,367 1,412 1,473 1,509

月額 150,700 162,500 171,800 177,500 183,500

日額 9,290 10,020 10,600 10,950 11,320

時間額 1,199 1,293 1,367 1,412 1,460

月額 218,600 224,600 231,400 237,500 240,800

日額 13,480 13,850 14,270 14,650 14,850

時間額 1,739 1,787 1,841 1,890 1,917

月額 215,900 220,900 228,100 234,700 237,500

日額 13,320 13,620 14,070 14,480 14,650

時間額 1,718 1,758 1,815 1,868 1,890

月額 146,000 147,000 159,500 169,400 176,500

日額 9,010 9,070 9,840 10,450 10,890

時間額 1,162 1,170 1,269 1,348 1,405

備考　１

　　２

　　３

　　４

　　５

　　６

　　７

　上記１以外の契約職員のうち、１日の勤務時間が７時間45分の場合は、基準日額を適用
し、１日の勤務時間が７時間45分未満の場合は基準時間額を適用する。

区分 基準報酬額

（経過年数）

一般事務（技術）に従
事する者

専門事務
（技術）
に従事す
る者

大卒者等

短大３卒者等

短大卒者等

研究職

博士課程修了
（大学６卒以
上に限る）

博士課程修了
（大学６卒以
外）

その他・高校
卒

　基準月額を適用するのは、契約職員のうち１週間当たりの勤務時間が29時間の者とする。

　基準日額は、勤務時間が７時間45分に対応する日額、基準時間額は、勤務時間１時間に対
応する額である。

一般事務（技術）に従事する者に係る経過年数とは、高卒（推定時）後から雇用時までに
経過した年数をいうものとし、高卒推定時とは、小卒については卒業６年、高小卒について
は卒業４年、新中卒については卒業３年、旧中４卒については卒業２年、旧中５卒について
は卒業１年を経過した時をいう。
　なお、高校生については（経過年数）３年未満の欄を使用するものとする。

専門事務（技術）に従事する者に係る経過年数とは、正規職員の例により学歴免許等を取
得した以降とする。

獣医師免許所有者のうち昭和５３年度以降の大学入学者については、免許取得後の経過年
数に３年を加えて適用する。

大卒者等・短大３卒者等・短大卒者等の適用については、その者の資格を考慮し理事長が決
定するものとする。



別表２　基準報酬額表２（相談員の業務に従事する者）

（令和６年４月１日以降適用）

２年未満
２年以上
４年未満

４年以上
６年未満

６年以上
８年未満

８年以上
10年未満

10年以上
12年未満

12年以上

月額 201,200 212,300 227,400 244,500 258,700 265,700 273,900

日額 12,440 13,050 13,980 15,090 15,930 16,390 16,870

時間額 1,605 1,684 1,804 1,947 2,056 2,115 2,176

３年未満
３年以上
６年未満

６年以上
９年未満

９年以上
12年未満

12年以上

月額 191,700 202,000 214,600 222,800 228,500

日額 11,820 12,460 13,230 13,740 14,090

時間額 1,526 1,607 1,707 1,773 1,818

備考　１

　　　２

　　　３

　　　４

　　　５

区分 基準報酬額

免許取得後
の経験年数

相談員（養護教
諭等）

（経過年数）

相談員（臨床心
理士等）

　臨床心理士等は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定した「臨床心理士」の資格を有
する者又は心理学系大学院修士課程修了者とする。

　基準月額を適用するのは、４分の３非常勤職員のうち非常勤職員雇用書に記載された雇用期間
が３箇月以上で、かつ１週間当たりの勤務時間が29時間の者とする。

　上記１以外の契約職員のうち、１日の勤務時間が７時間45分の場合は、基準日額を適用し、１
日の勤務時間が７時間45分未満の場合は基準時間額を適用する。

　基準日額は、勤務時間が７時間45分に対応する日額、基準時間額は、勤務時間１時間に対応す
る額である。

　経験年数は、正規職員の例により算出した年数とする。



別表３　基準報酬額表３（講師の業務に従事する者）

（令和６年４月１日以降適用）

時間額

講義 演習

Ａランク 90分単価 19,368 11,096

Ｂランク 90分単価 16,270 10,730

Ｃランク 90分単価 13,344 10,730

Ｄランク 90分単価 10,730 10,730

備考　 　講師（実践教育センター）に係る職員による区分は次のとおりとする。

区分 基準報酬額

講師（保健福祉大学） 6,970

講師（実践
教育セン
ター）

　ウ　専門学校等の教務主任の職にある者

(1)　Ａランク（教授クラス）

　ア　大学及び短期大学の教授

　イ　医師の資格を有する者

　ウ　病院、社会福祉施設、公官署、研究機関等の施設の長にある者

　エ　病院等の看護部長の職にある者

　オ　教授する担当科目に関し15年以上にわたり研究し、研究上の業績

　　　があると認められる者

　カ　過去において上記のア、ウ及びエに掲げる職にあった者

(2)　Ｂランク（准教授クラス）

　ア　大学及び短期大学の准教授

　イ　病院等の副看護部長の職にある者

　エ　その他上記のＡ～Ｃランクに含まれない者

　エ　過去において上記のア、イ及びウに掲げる職にあった者

(3)　Ｃランク（講師クラス）

　ア　大学及び短期大学の講師

　イ　病院等の病棟看護師長、教育主任及び教育担当師長

　ウ　社会福祉施設等の課長、係長

　エ　専門看護師の資格を有する者

　オ　過去において上記のア、イ及びウに掲げる職にあった者

(4)　Ｄランク（助教クラス）

　ア　大学及び短期大学の助教

　イ　専門学校等の専任教員

　ウ　臨床指導者



別表４　基準報酬額表４（看護学科実習助手の業務に従事する者）

（令和６年４月１日以降適用）

２年未満
２年以上
４年未満

４年以上
６年未満

６年以上
８年未満

８年以上
10年未満

10年以上
12年未満

12年以上

月額 183,700 193,800 201,400 210,900 216,300 218,900 221,400

日額 13,160 13,940 14,500 15,210 15,630 15,820 16,020

時間額 1,697 1,798 1,870 1,962 2,017 2,041 2,067

月額 201,200 212,300 227,400 244,500 258,700 265,700 273,900

日額 12,440 13,050 13,980 15,090 15,930 16,390 16,870

時間額 1,605 1,684 1,804 1,947 2,056 2,115 2,176

月額 183,700 193,800 201,400 210,900 216,300 218,900 221,400

日額 11,330 11,950 12,420 13,000 13,340 13,500 13,660

時間額 1,462 1,542 1,602 1,678 1,721 1,742 1,762

備考　１

　　　２

　　　３

　　　４

　　　５

　　　６

　　　７

　　　８

　　　９

区分 基準報酬額

免許取得後
の経験年数

看護学科
実習助手

看護学
科科目
担当

養護教
諭実習
担当

　上記１以外の契約職員のうち、１日の勤務時間が７時間45分の場合は、基準日額を適用し、１
日の勤務時間が７時間45分未満の場合は基準時間額を適用する。

　基準日額は、勤務時間が７時間45分に対応する日額、基準時間額は、勤務時間１時間に対応す
る額である。

　経験年数は、正規職員の例により算出した年数とする。

　助産師については、免許取得後の経験年数に２年を、短大３卒の看護師については免許取得後
の経験年数に１年をそれぞれ加えて適用する。

実践教育セン
ター教員補助

　看護学科科目（助産に関する科目を除く）を担当する看護学科実習助手については、看護師免
許取得者で、免許取得後、５年以上の看護に係る実務経験を有する者とする。ただし、大学で看
護基礎教育を修了した者においては、免許取得後３年以上の看護に係る実務経験を有する者とす
る。

　看護学科科目のうち助産に関する科目を担当する看護学科実習助手については、看護師免許及
び助産師免許取得者で、免許取得後、５年以上の助産に係る実務経験を有する者とする。ただ
し、大学で看護基礎教育を修了した者においては、助産師免許取得後３年以上の助産に係る実務
経験を有する者とする。

　養護教諭実習を担当する看護学校実習助手については、養護教諭の有資格者とする。

　実践教育センター教員補助に従事する者については、看護師免許取得者で、業務内容に応じ免
許取得後３年以上又は５年以上の看護に係る実務経験を有する者とする。

　基準月額を適用するのは、契約職員のうち１週間当たりの勤務時間が29時間の者とする。


